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食とくらしの「グリーンライフポイント」推進事業

事業イメージ

（１）間接補助事業、（２）委託事業

国民や消費者による環境配慮行動を促進するための金銭的インセンティブとして

ポイント付与の仕組みを活用する企業や地方公共団体が増えているが、いまだ一部

の企業・業種や地域に限定的。

骨太方針2021（令和３年閣議決定）では、経済の好循環等に向け、広く国民各

層の意識変革や行動変容につなげる見える化やインセンティブ改革が掲げられてい

る。また、第五次環境基本計画（平成30年閣議決定）では、率先して努力した人

が報われるインセンティブの付与が掲げられ、例えば脱炭素型の製品・サービスに

ついては、地域脱炭素ロードマップ（令和３年国・地方脱炭素実現会議決定）にお

いて、企業や地域によるポイント付与を通じた地域住民の行動変容を促す仕組みの

拡大が位置付けられている。

今般、（１）国民による環境配慮型製品・サービスの選択等の環境配慮行動の実

践に対するポイント（食とくらしの「グリーンライフポイント」）を新たに発行し

ようとする企業や地域等に対し、必要な企画・開発・調整等の費用を補助するとと

もに、（２）補助対象事業者等の協力を得て、事業の効果を頑健な手法により検証

する。

日常の環境配慮がポイントとして還元される仕組みの持続的な推進を通じて、国民が地域や社会の環境課題を自分事化

して環境配慮行動を持続的に実践するとともに、地域の環境課題の解決と成長を実現する。

日常の環境配慮に対するポイント付与の仕組みの持続的な拡大を通じて、国民のライフスタイル変革を実現します。

【令和４年度要求額 1,000百万円（新規） 】

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和４年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ライフスタイル推進室 電話：03-5521-8341

■補助対象・委託先

国民企業
地域 等 グリーンライフ

ポイント

環境配慮行動
実践

国

• 本事業終了後の事業
計画を申請時や事業
終了時に提出・公表
（コミットメント）

• 本事業の頑健な効果
検証等に必要な実績
等を報告

必要な企画・
開発・調整等
の費用を補助

• 日常の環境配慮が
ポイントに還元

• できることから無
理なくポイント化

• 企業や地域の取組
を選択・応援する
ことでより良い社
会づくりに参加で
きる

国民のメリット

※グリーンライフポイントの対象：ゼロカーボンアクション30

等の省CO2、食の地産地消、サーキュラーエコノミー等のライ

フスタイルに関連するあらゆる環境配慮行動


